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平

成

二

十

四

年

第

六

回

六

戸

町

議

会

定

例

会

会

議

録

（

第

三

号

）

 

 

開

 
 

 
会

 

平

成

二

十

四

年

十

二

月

十

一

日

 

午

前

十

時

 

 

出

席

議

員

 

（

十

一

名

）

 

 
 

 
 

一

 
 

番

 
 

 
 

杉

 
 

 

山

 
 

 

茂

 
 

 

夫

 
 

 
 

 
 

 

三

 
 

番

 
 

 
 

久

 
 

 

田

 
 

 

伸

 
 

 

一

 

 
 

 
 

四

 
 

番

 
 

 
 

高

 
 

 

坂

 
 

 
 

 
 

 

茂

 
 

 
 

 
 

 

五

 
 

番

 
 

 
 

下

 
 

 

田

 
 

 

敏

 
 

 

美

 

 
 

 
 

六

 
 

番

 
 

 
 

川

 
 

 

村

 
 

 

重

 
 

 

光

 
 

 
 

 
 

 

七

 
 

番

 
 

 
 

河

 
 

 

野

 
 

 
 

 
 

 

豊

 

 
 

 
 

八

 
 

番

 
 

 
 

円

 
 

 

子

 
 

 

徳

 
 

 

通

 
 

 
 

 
 

 

九

 
 

番

 
 

 
 

母

 

良

 

田

 
 

 
 

 
 

 

昭

 

 
 

 
 

十

 
 

番

 
 

 
 

山

 
 

 
本

 
 

 
 

 
 

 

実

 
 

 
 

 
 

 

十

 

一

 

番

 
 

 
 

金

 
 

 

崎

 
 

 

盛

 
 

 

三

 

 
 

 
 

十

 

二

 

番

 
 

 
 

苫

 

米

 

地

 
 

 

繁

 
 

 

雄

 

 

欠

席

議

員

 

（

一

名

）

 
 

 
 

 
 

二

 
 

番

 
 

 
 

附

 
 

 

田

 
 

 

輝

 
 

 

雄

 

 

地

方

自

治

法

第

百

二

十

一

条

の

規

定

に

よ

り

、

説

明

の

た

め

出

席

し

た

者

の

職

氏

名

 

 
 

 
 

町

 
 

 
 

長

 
 

吉

 
 

 

田

 
 

 
 

 
 

 

豊

 
 

 
 

 
 

 

副

町

長

 
 

保

 

土

 

澤

 
 

 

正

 
 

 

教

 

 
 

 
 

総

務

課

長

 
 

坂

 
 

 

本

 
 

 

定

 
 

 

美

 
 

 
 

 
 

 

企

画

財

政

課

長

 
 

保

 

土

 

沢

 
 

 

博

 
 

 

昭

 

 
 

 
 

税

務

課

長

 
 

棟

 
 

 

方

 
 

 

晃

 
 

 

祥

 
 

 
 

 
 

 

産

業

課

長

 
 

松

 
 

 

村

 
 

 
 

 
 

 

茂

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建

 
 

 
 

設

 

 
 

 
 

町

民

福

祉

課

長 
 

保

 

土

 

沢

 
 

 

定

 
 

 

一

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

下

 
 

 

田

 
 

 

正

 
 

 

幸

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

下

水

道

課

長

 

  
 

 
 

病

院

事

務

長

 
 

田

 
 

 

中

 
 

 

茂

 
 

 

樹

 
 

 
 

 
 

 

会

計

管

理

者

 
 

山

 
 

 

本

 
 

 

晃

 
 

 

広
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教

育

委

員

会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長

 
 

 

根

 
 

 

富

 
 

 

栄

 
 

 
 

 
 

 

教

育

長

 
 

櫻

 
 

 

田

 
 

 

泰

 
 

 

弘

 

 
 

 
 

委

員

長

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

農

業

委

員

会

 

 
 

 
 

教

育

課

長

 
 

川

 
 

 

村

 
 

 

政

 
 

 

則

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

金

 
 

 

渕

 
 

 

盛

 
 

 

一

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

会

長

 

 
 

 
 

農

業

委

員

会

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

選

挙

管

理

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松

 
 

 

村

 
 

 
 

 
 

 

茂

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高

 
 

 

橋

 
 

 
 

 
 

 

司

 

 
 

 
 

事

務

局

長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

委

員

会

委

員

長

 

 
 

 
 

選

挙

管

理
 

  
 

 
 

委

 

員

 

会

 
 

坂

 
 

 

本

 
 

 

定

 
 

 

美

 
 

 
 

 
 

 

代

表

監

査

委

員

 
 

米

 

内

 

山

 
 

 
 

 
 

 

功

 

  
 

 
 

事

務

局

長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

監

査

委

員

 

  
 

 
 

事

 

務

 

局

 
 

田

 
 

 

中

 
 

 

義

 
 

 

喜

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

事

務

局

長

 

本

会

議

に

職

務

の

た

め

出

席

し

た

者

の

職

氏

名

 

 
 

 
 

事

務

局

長

 
 

田

 
 

 

中

 
 

 

義

 
 

 

喜

 
 

 
 

 
 

 

事

務

局

次

長

 
 

畠

 
 

 

山

 
 

 

正

 
 

 

子

 

 
 

 
 

主

 
 

 
 

査

 
 

吉

 
 

 

田

 
 

 
 

 
 

 

聖

 

 

議

事

日

程

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

一

 
 

諸

報

告

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

二

 
 

議

案

第

五

十

一

号

 

青

森

県

市

町

村

総

合

事

務

組

合

を

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

数

の

減

少

及

び

青

森

県

市

町

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

村

総

合

事

務

組

合

規

約

の

変

更

に

つ

い

て

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

三

 
 

議

案

第

五

十

二

号

 

青

森

県

市

町

村

職

員

退

職

手

当

組

合

を

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

数

の

減

少

及

び

青

森

県

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

市

町

村

職

員

退

職

手

当

組

合

規

約

の

変

更

に

つ

い

て

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

四

 
 

議

案

第

五

十

三

号

 

六

戸

町

課

設

置

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案
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日

 

程

 

第

 

五

 
 

議

案

第

五

十

四

号

 

六

戸

町

ひ

と

り

親

家

庭

等

医

療

費

給

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

六

 
 

議

案

第

五

十

五

号

 

六

戸

町

乳

幼

児

医

療

費

給

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

 

 
 

 
 

日
 

程

 

第

 

七

 
 

議

案

第

五

十

六

号

 

六

戸

町

重

度

心

身

障

害

者

医

療

費

助

成

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

 

 
 

 
 

日

 
程

 

第

 

八

 
 

議

案

第

五

十

七

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

四

号

）

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

九

 
 

議

案

第

五

十

八

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

国

民

健

康

保

険

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

十

 
 

議

案

第

五

十

九

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

国

民

健

康

保

険

病

院

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

十

一

 
 

議

案

第

 

六

十

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

下

水

道

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

十

二

 
 

議

案

第

六

十

一

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

介

護

保

険

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

十

三

 
 

議

案

第

六

十

二

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

後

期

高

齢

者

医

療

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

三

号

）

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

十

四

 
 

議

案

第

六

十

三

号

 

六

戸

町

教

育

委

員

会

委

員

の

任

命

に

つ

い

て

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

十

五

 
 

議

案

第

六

十

四

号

 

人

権

擁

護

委

員

の

候

補

者

の

推

薦

に

つ

い

て

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

十

六

 
 

議

員

提

出

議

案

第

三

号

 

六

戸

町

議

会

委

員

会

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

十

七

 
 

議

員

提

出

議

案

第

四

号
 

地

球

温

暖

化

対

策

に

関

す

る

「

地

方

財

源

を

確

保

・

充

実

す

る

仕

組

み

」

の

構

築

を

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
求

め

る

意

見

書

の

提

出

に

つ

い

て

 

 

会

議

に

付

し

た

事

件

 

 
 

 
 

議

事

日

程

に

同

じ

 

 

会

議

録

署

名

議

員

の

氏

名

 

 
 

 
 

七

 
 

番

 
 

 
 

河

 
 

 

野

 
 

 
 

 
 

 

豊

 
 

 
 

 
 

 

八

 
 

番

 
 

 
 

円

 
 

 

子

 
 

 

徳

 
 

 

通

 

  



－105－ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

会

議

の

経

過

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

起

立

願

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

ご

着

席

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

本

日

の

欠

席

議

員

を

報

告

い

た

し

ま

す

。

二

番

、

附

田

輝

雄

君

か

ら

欠

席

す

る

旨

の

通

告

が

あ

り

ま

し

た

の

で

報

告

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

た

だ

い

ま

の

出

席

議

員

数

は

十

一

名

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

定

足

数

に

達

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

こ

れ

よ

り

本

日

の

会

議

を

開

き

ま

す

。

 

 

開

議

（

午

前

十

時

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

本

日

の

議

事

日

程

は

、

お

手

元

に

配

付

の

と

お

り

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

日

程

第

一

 

諸

報

告

を

行

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

地

方

自

治

法

第

百

二

十

一

条

第

一

項

に

基

づ

き

出

席

要

求

し

た

者

及

び

委

任

に

よ

る

出

席

者

の

氏

名

に

つ

い

て

は

、

お

手

元

に

配

布

し

て

あ

り

ま

す

出

席

者

名

簿

の

と

お

り

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

一

部

事

務

組

合

議

会

議

員

に

よ

る

組

合

議

会

の

報

告

を

行

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

上

北

地

方

教

育

・

福

祉

事

務

組

合

議

会

議

員

、

高

坂

茂

君

で

す

。

 

 
 

 
 

 

四

番

、

高

坂

君

。

 

 

四

 
 

番

（

高

坂

 

茂

君

）
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お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

上

北

地

方

教

育

・

福

祉

事

務

組

合

よ

り

報

告

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

十

一

月

十

四

日

水

曜

日

に

、

第

二

回

の

定

例

会

を

開

催

し

て

お

り

ま

す

。

都

合

、

今

回

の

定

例

会

で

二

回

目

で

す

。

ほ

か

に

臨

時

会

二

回

、

全

員

協

議

会

二

回

開

催

し

て

お

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

今

回

の

提

出

議

案

は

八

件

で

、

自

治

法

の

改

正

に

よ

る

条

例

の

改

正

案

は

質

疑

な

く

承

認

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

ま

た

、

平

成

二

十

三

年

度

決

算

に

つ

い

て

は

、

質

疑

終

了

後

に

承

認

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

な

お

、

一

般

質

問

者

は

今

回

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

 

 
 

 
 

 

こ

の

中

で

最

も

重

要

な

も

の

と

し

て

、

本

施

設

を

指

定

管

理

者

導

入

に

お

け

る

案

件

に

つ

い

て

質

疑

さ

れ

ま

し

た

。

内

容

は

、

十

和

田

市

に

あ

る

授

産

施

設

、

公

立

も

く

も

っ

く

及

び

厚

生

施

設

、

公

立

か

ら

ま

つ

寮

を

平

成

二

十

五

年

度

よ

り

指

定

管

理

す

る

こ

と

と

し

、

上

北

郡

内

の

社

会

福

祉

法

人

に

募

集

要

項

の

案

内

と

説

明

会

を

実

施

し

て

お

り

ま

す

。

結

果

と

し

て

、

も

く

も

っ

く

に

は

二

法

人

の

応

募

が

あ

り

、

十

和

田

市

に

あ

る

社

会

福

祉

法

人

ホ

ク

シ

ン

会

を

、

公

立

か

ら

ま

つ

寮

に

は

一

法

人

の

応

募

が

あ

り

、

七

戸

町

に

あ

る

社

会

福

祉

法

人

七

戸

福

祉

会

に

管

理

を

指

定

す

る

こ

と

を

承

認

し

て

お

り

ま

す

。

な

お

、

指

定

期

間

は

五

年

と

な

っ

て

お

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

ま

た

、

今

後

、

組

合

の

課

題

と

し

て

、

開

設

以

来

の

施

設

は

老

朽

化

し

て

お

り

、

建

て

直

し

あ

る

い

は

民

間

移

譲

、

福

祉

事

業

の

あ

り

方

等

、

あ

ら

ゆ

る

角

度

か

ら

検

討

し

て

い

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

は

と

の

理

事

長

の

考

え

が

出

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

最

後

に

、

当

議

事

録

は

事

務

局

に

置

い

て

お

き

ま

す

の

で

、

ご

ら

ん

い

た

だ

け

れ

ば

幸

い

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

、

報

告

と

い

た

し

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

一

部

事

務

組

合

議

会

議

員

に

よ

る

組

合

議

会

の

報

告

を

終

わ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

二

 

議

案

第

五

十

一

号

 

青

森

県

市

町

村

総

合

事

務

組

合

を

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

数

の

減

少

及

び

青

森

県

市

町

村

総

合

事

務

組

合

規

約

の

変

更

に

つ

い

て

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

担

当

課

長

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

総

務

課

長

。
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総

務

課

長

（

坂

本

定

美

君

）

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

一

号

 

青

森

県

市

町

村

総

合

事

務

組

合

を

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

数

の

減

少

及

び

青

森

県

市

町

村

総

合

事

務

組

合

規

約

の

変

更

に

つ

い

て

ご

説

明

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

五

ペ

ー

ジ

を

ご

ら

ん

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

構

成

団

体

の

三

戸

郡

町

村

会

館

管

理

組

合

が

平

成

二

十

五

年

三

月

三

十

一

日

を

も

っ

て

解

散

す

る

こ

と

に

伴

い

、

構

成

団

体

を

変

更

す

る

た

め

規

約

の

変

更

を

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

附

則

は

、

施

行

期

日

を

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

と

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

議

案

第

五

十

一

号

の

説

明

を

終

わ

り

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

の

で

、

質

疑

を

受

け

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

質

疑

が

な

い

よ

う

で

す

の

で

、

質

疑

を

終

結

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

討

論

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）
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議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

、

討

論

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

議

案

第

五

十

一

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

議

案

第

五

十

一

号

 

青

森

県

市

町

村

総

合

事

務

組

合

を

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

数

の

減

少

及

び

青

森

県

市

町

村

総

合

事

務

組

合

規

約

の

変

更

に

つ

い

て

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

三

 

議

案

第

五

十

二

号

 

青

森

県

市

町

村

職

員

退

職

手

当

組

合

を

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

数

の

減

少

及

び

青

森

県

市

町

村

職

員

退

職

手

当

組

合

規

約

の

変

更

に

つ

い

て

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

担

当

課

長

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

総

務

課

長

。

 

 

総

務

課

長

（

坂

本

定

美

君

）

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

二

号

 

青

森

県

市

町

村

職

員

退

職

手

当

組

合

を

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

数

の

減

少

及

び

青

森

県

市

町

村

職

員

退

職

手

当

組

合

規

約

の

変

更

に

つ

い

て

ご

説

明

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

八

ペ

ー

ジ

を

ご

ら

ん

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。
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本

案

は

、

構

成

団

体

の

三

戸

郡

町

村

会

館

管

理

組

合

が

、

平

成

二

十

五

年

三

月

三

十

一

日

を

も

っ

て

解

散

す

る

こ

と

に

伴

い

、

構

成

団

体

を

変

更

す

る

た

め

規

約

の

変

更

を

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

附

則

と

い

た

し

ま

し

て

、

施

行

期

日

を

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

と

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

議

案

第

五

十

二

号

の

説

明

を

終

わ

り

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

の

で

、

質

疑

を

受

け

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

質

疑

が

な

い

よ

う

で

す

か

ら

、

質

疑

を

終

結

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

討

論

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

、

討

論

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

議

案

第

五

十

二

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。
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本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

議

案

第

五

十

二

号

 

青

森

県

市

町

村

職

員

退

職

手

当

組

合

を

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

数

の

減

少

及

び

青

森

県

市

町

村

職

員

退

職

手

当

組

合

規

約

の

変

更

に

つ

い

て

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

四

 

議

案

第

五

十

三

号

 

六

戸

町

課

設

置

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

担

当

課

長

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

総

務

課

長

。

 

 

総

務

課

長

（

坂

本

定

美

君

）

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

三

号

 

六

戸

町

課

設

置

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

に

つ

い

て

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

十

ペ

ー

ジ

を

ご

ら

ん

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

福

祉

行

政

事

務

の

多

様

化

と

事

務

量

増

に

対

応

す

る

た

め

、

町

民

福

祉

課

を

再

編

い

た

し

ま

し

て

、

新

た

に

町

民

課

と

福

祉

課

を

設

置

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

施

行

期

日

は

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

と

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

議

案

第

五

十

三

号

の

説

明

を

終

わ

り

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

の

で

、

質

疑

を

受

け

ま

す

。
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質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

質

疑

が

な

い

よ

う

で

す

か

ら

、

質

疑

を

終

結

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

討

論

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

、

討

論

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

議

案

第

五

十

三

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

議

案

第

五

十

三

号

 

六

戸

町

課

設

置

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

い

た

し

ま

し

た

。
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次

に

、

日

程

第

五

 

議

案

第

五

十

四

号

 

六

戸

町

ひ

と

り

親

家

庭

等

医

療

費

給

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

担

当

課

長

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

町

民

福

祉

課

長

。

 

 

町

民

福

祉

課

長

（

保

土

沢

定

一

君

）

 

 
 

 
 

 

そ

れ

で

は

、

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

四

号

 

六

戸

町

ひ

と

り

親

家

庭

等

医

療

費

給

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

に

つ

い

て

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

あ

わ

せ

て

別

紙

資

料

も

ご

ら

ん

く

だ

さ

い

。

議

案

の

十

二

ペ

ー

ジ

を

ご

ら

ん

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

今

回

の

改

正

の

主

な

内

容

は

、

青

森

県

ひ

と

り

親

家

庭

等

医

療

費

助

成

事

業

実

施

要

領

の

ひ

と

り

親

家

庭

の

定

義

の

改

正

と

町

独

自

で

事

業

を

行

う

国

保

及

び

社

会

保

険

等

の

児

童

に

つ

い

て

、

医

療

機

関

で

の

窓

口

負

担

の

要

ら

な

い

現

物

給

付

が

で

き

る

よ

う

に

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

附

則

と

い

た

し

ま

し

て

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

第

二

条

第

二

項

の

改

正

規

定

に

つ

い

て

は

平

成

二

十

四

年

八

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

議

案

第

五

十

四

号

の

説

明

を

終

わ

り

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

の

で

、

質

疑

を

受

け

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

な

し

」

の

声

あ

り

）
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議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

質

疑

が

な

い

よ

う

で

す

か

ら

、

質

疑

を

終

結

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

討

論

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

、

討

論

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

議

案

第

五

十

四

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

議

案

第

五

十

四

号

 

六

戸

町

ひ

と

り

親

家

庭

等

医

療

費

給

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

六

 

議

案

第

五

十

五

号

 

六

戸

町

乳

幼

児

医

療

費

給

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

担

当

課

長

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

町

民

福

祉

課

長

。
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町

民

福

祉

課

長

（

保

土

沢

定

一

君

）

 

 
 

 
 

 

そ

れ

で

は

、

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

五

号

 

六

戸

町

乳

幼

児

医

療

費

給

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

に

つ

い

て

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

の

十

五

ペ

ー

ジ

を

ご

ら

ん

く

だ

さ

い

。

あ

わ

せ

て

、

別

紙

資

料

も

ご

ら

ん

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

今

回

の

改

正

の

主

な

内

容

に

つ

い

て

は

、

現

物

給

付

に

つ

い

て

は

、

国

保

加

入

の

ゼ

ロ

歳

児

に

限

ら

れ

て

い

ま

し

た

町

独

自

の

事

業

と

し

て

、

社

会

保

険

加

入

者

も

含

め

た

四

歳

未

満

す

べ

て

の

乳

幼

児

に

対

し

て

適

用

す

る

た

め

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

附

則

に

つ

き

ま

し

て

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

議

案

第

五

十

五

号

の

説

明

を

終

わ

り

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

の

で

、

質

疑

を

受

け

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

質

疑

が

な

い

よ

う

で

す

か

ら

、

質

疑

を

終

結

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

討

論

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）
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議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

、

討

論

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

議

案

第

五

十

五

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

議

案

第

五

十

五

号

 

六

戸

町

乳

幼

児

医

療

費

給

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

七

 

議

案

第

五

十

六

号

 

六

戸

町

重

度

心

身

障

害

者

医

療

費

助

成

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

担

当

課

長

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

町

民

福

祉

課

長

。

 

 

町

民

福

祉

課

長

（

保

土

沢

定

一

君

）

 

 
 

 
 

 

そ

れ

で

は

、

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

六

号

 

六

戸

町

重

度

心

身

障

害

者

医

療

費

助

成

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

に

つ

い

て

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

の

十

八

ペ

ー

ジ

を

ご

ら

ん

く

だ

さ

い

。

あ

わ

せ

て

別

紙

資

料

も

ご

ら

ん

く

だ

さ

い

。
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今

回

の

改

正

の

主

な

内

容

に

つ

い

て

は

、

青

森

県

重

度

心

身

障

害

者

医

療

費

助

成

事

業

実

施

要

領

の

一

部

の

改

正

に

よ

る

も

の

と

、

町

独

自

で

実

施

す

る

医

療

機

関

で

の

窓

口

負

担

の

要

ら

な

い

現

物

給

付

が

で

き

る

よ

う

に

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

附

則

に

つ

い

て

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

議

案

第

五

十

六

号

の

説

明

と

い

た

し

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

の

で

、

質

疑

を

受

け

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

質

疑

が

な

い

よ

う

で

す

か

ら

、

質

疑

を

終

結

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

討

論

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

、

討

論

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

議

案

第

五

十

六

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。
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本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

議

案

第

五

十

六

号

 

六

戸

町

重

度

心

身

障

害

者

医

療

費

助

成

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

八

 

議

案

第

五

十

七

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

四

号

）

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

担

当

課

長

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

企

画

財

政

課

長

。

 

 

企

画

財

政

課

長

（

保

土

沢

博

昭

君

）

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

七

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

四

号

）

に

つ

い

て

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

最

初

に

、

歳

入

に

つ

い

て

ご

説

明

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

事

項

別

明

細

書

の

三

ペ

ー

ジ

を

お

開

き

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

一

款

町

税

で

は

、

一

項

町

民

税

に

個

人

分

の

現

年

課

税

分

一

千

五

百

万

円

、

同

じ

く

二

項

固

定

資

産

税

に

現

年

課

税

分

一

千

万

円

、

滞

納

繰

越

分

三

百

万

円

を

、

そ

し

て

、

四

項

た

ば

こ

税

に

一

千

万

円

を

そ

れ

ぞ

れ

増

額

計

上

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

十

款

地

方

交

付

税

で

は

、

普

通

交

付

税

で

九

十

一

万

四

千

円

を

増

額

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

の

ペ

ー

ジ

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

十

二

款

の

分

担

金

及

び

負

担

金

か

ら

五

ペ

ー

ジ

の

十

五

款

県

支

出

金

ま

で

は

、

事

業

費

と

の

関

連

に

お

い

て

そ

れ

ぞ

れ

調

整

を

い

た

し

ま

し

た

。
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二

十

款

の

諸

収

入

で

は

、

五

項

の

雑

入

に

光

ケ

ー

ブ

ル

移

設

補

償

金

ほ

か

、

あ

わ

せ

て

百

十

二

万

一

千

円

を

増

額

計

上

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

歳

出

の

主

な

内

容

に

つ

い

て

ご

説

明

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

ま

ず

、

特

別

職

及

び

一

般

職

員

の

給

与

等

の

補

正

に

つ

き

ま

し

て

は

、

既

決

予

算

の

人

件

費

を

精

査

の

上

、

全

体

で

四

十

五

万

円

を

減

額

計

上

し

て

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

人

件

費

以

外

の

主

な

内

容

に

つ

い

て

款

を

追

っ

て

説

明

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

七

ペ

ー

ジ

を

ご

ら

ん

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

二

款

総

務

費

、

一

項

総

務

管

理

費

で

は

、

五

目

財

産

管

理

費

に

地

域

産

業

振

興

基

金

積

立

金

三

百

五

十

万

円

を

計

上

し

た

ほ

か

、

八

目

情

報

施

策

推

進

費

で

は

国

民

年

金

異

動

報

告

書

電

子

化

対

応

業

務

委

託

料

ほ

か

百

七

十

万

三

千

円

、

九

目

の

町

民

バ

ス

運

行

費

で

は

町

民

バ

ス

待

合

所

の

備

品

購

入

ほ

か

八

十

六

万

八

千

円

、

項

の

計

で

は

六

百

四

十

三

万

円

の

増

額

計

上

を

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

の

ペ

ー

ジ

を

ご

ら

ん

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

三

款

民

生

費

で

ご

ざ

い

ま

す

。

一

項

の

社

会

福

祉

費

、

一

目

の

社

会

福

祉

総

務

費

で

は

、

国

民

健

康

保

険

事

業

特

別

会

計

、

後

期

高

齢

者

医

療

特

別

会

計

、

介

護

保

険

事

業

特

別

会

計

に

、

そ

れ

ぞ

れ

に

対

す

る

繰

り

出

し

金

を

計

百

八

十

七

万

円

。

二

目

老

人

福

祉

費

で

は

百

歳

祝

金

二

十

九

万

九

千

円

を

、

三

目

の

障

害

者

福

祉

費

で

は

扶

助

費

に

九

十

一

万

六

千

円

を

主

な

も

の

と

い

た

し

ま

し

て

、

項

の

計

で

は

三

百

二

十

五

万

六

千

円

の

増

額

計

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。

二

項

児

童

福

祉

費

で

は

、

扶

助

費

に

お

き

ま

し

て

、

保

育

所

運

営

費

、

子

ど

も

医

療

費

給

付

及

び

子

ど

も

手

当

並

び

に

ひ

と

り

親

家

庭

医

療

費

給

付

の

精

査

に

よ

り

計

上

い

た

し

ま

し

た

結

果

、

項

の

計

で

一

千

八

百

八

十

九

万

一

千

円

の

増

額

計

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

十

ペ

ー

ジ

を

ご

ら

ん

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

四

款

の

衛

生

費

で

ご

ざ

い

ま

す

。

一

項

保

険

衛

生

費

で

は

、

三

目

母

子

衛

生

費

に

、

乳

幼

児

医

療

費

精

査

に

よ

り

扶

助

費

二

百

五

十

万

円

を

計

上

し

、

項

の

計

で

は

二

百

六

十

一

万

二

千

円

の

増

額

計

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。

同

じ

く

二

項

清

掃

費

で

は

、

合

併

処

理

浄

化

槽

に

対

す

る

補

助

金

一

千

四

百

九

十

六

万

六

千

円

を

追

加

計

上

し

、

項

の

計

で

は

一

千

四

百

九

十

六

万

六

千

円

の

増

額

計

上

で

す

。

 

 
 

 
 

 

五

款

労

働

費

で

は

、

ふ

る

さ

と

雇

用

再

生

特

別

基

金

事

業

の

返

還

金

二

十

四

万

八

千

円

の

計

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。
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六

款

農

林

水

産

業

費

、

一

項

農

業

費

で

は

、

農

業

委

員

会

委

員

の

視

察

研

修

費

と

し

て

旅

費

七

十

万

二

千

円

、

自

動

車

借

上

料

七

十

九

万

六

千

円

を

計

上

、

三

目

の

農

業

振

興

費

で

は

、

に

ん

に

く

ウ

ィ

ル

ス

フ

リ

ー

種

子

購

入

助

成

事

業

補

助

金

百

五

万

三

千

円

を

計

上

、

四

目

の

畜

産

業

費

で

は

、

町

黒

毛

和

種

雌

子

牛

保

留

事

業

補

助

金

百

万

を

計

上

し

、

項

の

計

で

は

三

百

八

十

八

万

一

千

円

の

増

額

計

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

十

二

ペ

ー

ジ

を

ご

ら

ん

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

二

項

の

林

業

費

で

は

、

町

森

林

整

備

地

域

活

動

支

援

交

付

金

三

十

四

万

五

千

円

の

負

担

金

の

計

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

七

款

商

工

費

で

は

、

二

目

の

商

工

振

興

費

に

プ

レ

ミ

ア

ム

商

品

券

助

成

事

業

補

助

金

三

百

五

十

万

円

を

主

な

も

の

と

し

て

、

項

の

計

で

は

四

百

二

十

三

万

七

千

円

の

増

額

計

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

十

三

ペ

ー

ジ

を

ご

ら

ん

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

八

款

土

木

費

で

は

、

二

項

の

道

路

橋

り

ょ

う

費

、

二

目

の

道

路

橋

り

ょ

う

維

持

費

に

除

雪

融

雪

材

散

布

業

務

委

託

料

一

千

三

百

四

十

八

万

三

千

円

の

ほ

か

除

雪

関

連

費

用

を

計

上

し

、

項

の

計

で

は

一

千

六

百

九

十

四

万

二

千

円

の

増

額

計

上

を

い

た

し

ま

し

た

。

四

項

都

市

計

画

費

で

は

、

下

水

道

事

業

特

別

会

計

繰

出

金

一

千

三

百

七

十

一

万

円

の

減

額

計

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

九

款

消

防

費

で

は

、

防

火

水

槽

改

修

費

工

事

ほ

か

の

工

事

請

負

費

等

、

項

の

計

で

は

十

三

万

三

千

円

の

増

額

計

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

十

四

ペ

ー

ジ

を

お

開

き

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

十

款

教

育

費

で

は

、

二

項

の

小

学

校

費

に

開

知

小

学

校

の

特

別

支

援

学

級

開

設

準

備

費

用

と

し

て

、

備

品

購

入

費

ほ

か

渡

り

廊

下

増

築

工

事

請

負

費

を

含

め

ま

し

て

、

項

の

計

で

百

六

十

九

万

六

千

円

の

増

額

、

三

項

の

中

学

校

費

で

は

、

事

業

費

の

精

査

に

よ

り

ま

し

て

四

百

四

十

七

万

二

千

円

の

減

額

計

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

次

の

ペ

ー

ジ

の

四

項

の

社

会

教

育

費

で

は

、

二

目

の

公

民

館

費

、

三

目

の

図

書

館

費

、

そ

れ

ぞ

れ

施

設

の

管

理

費

用

の

精

査

に

よ

り

追

加

計

上

を

し

た

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

五

目

の

生

涯

学

習

推

進

費

で

は

、

ふ

れ

あ

い

昭

陽

館

の

法

定

点

検

報

告

書

作

成

委

託

料

二

十

八

万

三

千

円

を

計

上

し

、

項

の

補

正

額

は

九

十

九

万

四

千

円

の

計

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。

五

項

の

保

健

体

育

費

で

は

、

五

目

総

合

運

動

公

園

運

営

費

に

委

託

料

を

実

績

見

合

い

に

よ

り

減

額

調

整

し

、

項

の

補

正

は

二

百

十

万

一

千

円

の

減

額

計

上

を

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

説

明

と

い

た

し

ま

す

。
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議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

の

で

、

質

疑

を

受

け

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 
 

 
 

 

七

番

、

河

野

君

。

 

 

七

 
 

番

（

河

野

 

豊

君

）

 

 
 

 
 

 

補

正

予

算

に

関

す

る

説

明

書

の

十

一

ペ

ー

ジ

、

労

働

費

の

と

こ

ろ

の

、

こ

の

ふ

る

さ

と

雇

用

再

生

特

別

基

金

事

業

返

還

金

と

あ

り

ま

す

け

れ

ど

も

、

こ

の

内

容

が

、

ち

ょ

っ

と

い

ま

い

ち

わ

か

ら

な

い

の

で

詳

し

く

説

明

願

い

た

い

の

と

、

も

う

一

つ

、

次

の

十

二

ペ

ー

ジ

、

林

業

振

興

費

と

い

う

こ

と

で

町

森

林

整

備

地

域

活

動

支

援

交

付

金

と

あ

り

ま

す

け

れ

ど

も

、

こ

れ

の

受

け

皿

と

い

う

ん

で

す

か

、

ど

こ

に

交

付

し

た

の

か

、

そ

の

交

付

先

の

ご

説

明

を

求

め

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

産

業

課

長

。

 

 

産

業

課

長

（

松

村

 

茂

君

）

 

 
 

 
 

 

最

初

に

、

ふ

る

さ

と

雇

用

再

生

特

別

基

金

事

業

返

還

金

な

ん

で

す

が

、

こ

れ

は

、

二

十

二

、

二

十

三

年

分

の

事

業

を

、

こ

の

間

、

県

の

監

査

を

受

け

ま

し

て

、

ち

ょ

っ

と

違

う

ほ

う

に

支

出

し

た

も

の

で

す

か

ら

、

そ

れ

を

、

今

、

三

団

体

か

ら

徴

収

し

て

そ

の

ま

ま

返

還

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

あ

と

、

森

林

組

合

の

活

動

交

付

金

な

ん

で

す

が

、

こ

れ

は

、

去

年

か

ら

間

伐

に

対

す

る

国

の

補

助

金

が

、

五

ヘ

ク

タ

ー

ル

以

上

集

約

し

な

い

と

補

助

対

象

と

な

ら

な

い

と

い

う

よ

う

に

な

り

ま

し

た

の

で

、

そ

の

集

約

化

に

必

要

な

所

有

者

、

境

界

等

の

確

認

の

経

費

を

こ

の

事

業

で

交

付

し

、

森

林

組

合

に

交

付

し

て

森

林

組

合

の

ほ

う

で

事

業

を

行

う

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。
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以

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

七

番

、

河

野

君

。

 

 

七

 
 

番

（

河

野

 

豊

君

）

 

 
 

 
 

 

最

初

の

ふ

る

さ

と

雇

用

再

生

特

別

基

金

事

業

返

還

金

と

い

う

こ

と

は

、

要

は

使

い

道

を

間

違

っ

た

と

い

う

こ

と

な

ん

で

す

か

。

そ

の

辺

、

も

う

ち

ょ

っ

と

詳

し

く

教

え

て

説

明

し

て

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

そ

れ

と

、

森

林

組

合

に

林

業

振

興

費

で

す

か

、

こ

れ

は

森

林

組

合

に

払

っ

た

と

い

う

説

明

で

す

け

れ

ど

も

、

六

戸

町

に

森

林

組

合

っ

て

あ

る

ん

で

す

か

、

ち

ょ

っ

と

、

そ

の

辺

も

あ

わ

せ

て

説

明

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

産

業

課

長

。

 

 

産

業

課

長

（

松

村

 

茂

君

）

 

 
 

 
 

 

最

初

の

ほ

う

な

ん

で

す

が

、

あ

く

ま

で

も

人

件

費

に

と

い

う

こ

と

だ

っ

た

ん

で

す

が

、

人

件

費

以

外

の

も

の

に

支

出

を

し

て

い

た

の

で

、

そ

の

分

を

返

還

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

あ

と

、

森

林

組

合

の

ほ

う

は

、

十

和

田

に

あ

り

ま

す

上

十

三

森

林

組

合

の

ほ

う

に

交

付

し

、

そ

ち

ら

で

事

業

を

行

っ

て

お

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ほ

か

に

質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 



－122－ 

 

（

「

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

質

疑

が

な

い

よ

う

で

す

か

ら

、

質

疑

を

終

結

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

討

論

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

、

討

論

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

議

案

第

五

十

七

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

議

案

第

五

十

七

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

四

号

）

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

い

た

し

ま

し

た

。
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次

に

、

日

程

第

九

 

議

案

第

五

十

八

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

国

民

健

康

保

険

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

担

当

課

長

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

税

務

課

長

。

 

 

税

務

課

長

（

棟

方

晃

祥

君

）

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

八

号
 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

国

民

健

康

保

険

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

に

つ

い

て

、

事

項

別

明

細

書

に

基

づ

き

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

事

項

別

明

細

書

の

三

ペ

ー

ジ

を

お

開

き

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

今

回

の

補

正

予

算

の

主

な

内

容

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

退

職

被

保

険

者

等

療

養

給

付

費

及

び

高

額

療

養

費

の

執

行

見

込

額

の

増

見

込

み

に

よ

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

最

初

に

、

歳

入

に

つ

い

て

ご

説

明

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

五

款

療

養

給

付

費

交

付

金

、

一

項

療

養

給

付

費

交

付

金

に

千

百

九

十

三

万

二

千

円

を

、

十

一

款

繰

越

金

、

一

項

繰

越

金

に

二

百

七

十

六

万

円

を

そ

れ

ぞ

れ

増

額

計

上

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

歳

出

に

つ

い

て

は

ご

説

明

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

五

ペ

ー

ジ

を

お

開

き

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

二

款

保

険

給

付

費

、

一

項

療

養

諸

費

に

退

職

被

保

険

者

等

療

養

給

付

費

と

し

て

千

百

四

十

三

万

九

千

円

を

増

額

計

上

、

同

じ

く

二

項

高

額

療

養

費

に

一

般

及

び

退

職

被

保

険

者

等

高

額

療

養

費

と

し

て

あ

わ

せ

て

五

百

七

十

一

万

一

千

円

を

増

額

計

上

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

議

案

第

五

十

八

号

の

説

明

を

終

わ

り

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

の

で

、

質

疑

を

受

け

ま

す

。
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十

番

、

山

本

君

。

 

 

十

 
 

番

（

山

本

 

実

君

）

 

 
 

 
 

 

こ

の

国

民

健

康

保

険

事

業

に

つ

い

て

お

尋

ね

し

た

い

わ

け

な

ん

で

す

が

、

当

初

予

算

と

比

し

て

、

比

べ

て

み

ま

し

て

、

今

現

在

、

こ

の

事

業

そ

の

も

の

が

ど

う

い

う

ふ

う

な

状

況

に

な

っ

て

い

る

の

か

。

三

月

の

予

算

委

員

会

で

お

尋

ね

を

す

れ

ば

一

番

い

い

と

こ

ろ

な

ん

で

す

が

、

心

配

を

す

る

こ

と

か

ら

、

今

現

在

の

現

状

が

ど

の

よ

う

な

状

況

に

な

っ

て

い

る

の

か

お

尋

ね

し

た

い

と

い

う

ふ

う

に

思

っ

て

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

税

務

課

長

。

 

 

税

務

課

長

（

棟

方

晃

祥

君

）

 

 
 

 
 

 

国

保

の

今

の

現

状

と

い

う

こ

と

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

二

十

三

年

度

末

の

段

階

で

基

金

が

も

う

底

を

つ

い

て

し

ま

い

ま

し

て

、

二

十

四

年

度

当

初

で

は

一

般

会

計

か

ら

財

政

補

て

ん

繰

入

金

、

赤

字

の

補

て

ん

分

で

す

が

、

六

千

二

十

七

万

九

千

円

を

い

た

だ

い

て

、

今

の

国

保

を

運

営

し

て

い

る

状

況

で

ご

ざ

い

ま

す

。

国

保

の

給

付

費

は

、

ど

ち

ら

か

と

い

い

ま

す

と

横

ば

い

、

も

し

く

は

若

干

上

が

り

ぎ

み

で

こ

と

し

は

推

移

し

て

お

り

ま

し

て

、

そ

の

反

面

、

被

保

険

者

数

に

つ

き

ま

し

て

は

若

干

減

少

し

て

い

る

傾

向

に

ご

ざ

い

ま

す

。

か

な

り

厳

し

い

運

営

状

況

で

あ

る

と

い

う

こ

と

を

ご

理

解

い

た

だ

け

れ

ば

と

思

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

十

番

、

山

本

君

。
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十

 
 

番

（

山

本

 

実

君

）

 

 
 

 
 

 

基

金

も

枯

渇

し

て

し

ま

っ

た

と

い

う

ふ

う

な

こ

と

で

ご

ざ

い

ま

し

て

、

一

般

会

計

か

ら

六

千

万

円

の

繰

り

入

れ

を

し

て

い

る

。

そ

こ

で

、

町

長

に

お

尋

ね

を

し

た

い

わ

け

な

ん

で

す

が

、

こ

れ

は

当

町

に

限

ら

ず

他

市

町

村

か

ら

お

聞

き

い

た

し

ま

し

て

も

同

様

の

傾

向

に

あ

る

よ

う

で

あ

り

ま

す

。

療

養

給

付

費

が

高

騰

し

て

い

る

と

い

う

ふ

う

な

こ

と

、

大

変

申

し

上

げ

に

く

い

こ

と

な

ん

で

す

が

、

こ

の

保

険

料

を

上

げ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

新

年

度

か

ら

、

そ

の

よ

う

な

考

え

で

い

ら

っ

し

ゃ

る

の

か

、

ま

た

、

そ

の

一

般

会

計

か

ら

繰

り

入

れ

し

て

運

営

す

る

の

か

、

ど

の

よ

う

な

考

え

方

で

い

ら

っ

し

ゃ

る

の

か

お

尋

ね

し

た

い

と

い

う

ふ

う

に

思

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

ご

案

内

の

と

お

り

、

こ

の

国

民

健

康

保

険

税

の

算

出

に

つ

き

ま

し

て

は

、

資

産

割

、

そ

れ

か

ら

所

得

割

、

平

等

割

、

そ

れ

か

ら

均

等

割

で

す

か

、

こ

の

四

つ

か

ら

な

っ

て

い

る

わ

け

で

あ

り

ま

す

け

れ

ど

も

、

当

然

、

今

の

現

状

を

考

え

ま

す

と

、

こ

の

パ

ー

セ

ン

ト

を

上

げ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

は

な

い

の

か

な

と

い

う

感

じ

は

す

る

ん

で

す

が

、

町

の

ト

ッ

プ

と

し

て

、

首

長

と

し

て

ど

の

よ

う

に

考

え

て

い

る

の

か

お

尋

ね

し

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

町

長

。

 

 

町

 
 

長

（

吉

田

 

豊

君

）

 

 
 

 
 

 

お

答

え

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

国

民

健

康

保

険

税

と

い

う

こ

と

で

ご

ざ

い

ま

す

。

今

、

ご

質

問

あ

り

ま

す

よ

う

に

、

非

常

に

財

政

的

に

逼

迫

し

て

い

る

状

況

と

い

う

の

は

、

数

年

前

か

ら

そ

の

状

況

が

あ

り

ま

す

。

限

度

枠

の

こ

と

を

含

め

て

も

、

実

際

は

大

変

で

す

と

い

う

こ

と

で

あ

れ

ば

、

指

導

の

ほ

う

と

し

て

は

、

ど

う

ぞ

税

金

を

上

げ

て

く

だ

さ

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

状

況

の

中

に

あ

り

ま

す

。

た

だ

、

今

、

ち

ょ

っ

と

年

度

を

確

認

し

た

ん

で

す

が

、

三

年

ほ

ど

前

の

状

況

か

ら

国

保

会

計

と

い

う

の

は

そ

う

い

う

状

況

下

に

あ

り

ま

す

の

で

、

審

議

会

の

ほ

う

に

諮

問

し

ま

し

て

、

三

年

ほ

ど

前

か

ら

諮

問

機

関

の

ほ

う

に

、

実

際

は

ど

う

あ

れ

ば

い

い

か

と

い

う

こ

と

で

、

い

ろ

ん

な

関

係

者

の

方

々

に

相

談

し

て

い

た

だ

い

た

経

緯

が

ご

ざ

い

ま

す

。

た

だ

、

そ

の

中

で

、

私

ど

も

の

執

行

す

る

側

と

し

て

も

、

町

自

体

が

繰

入

金

と

い

う

と

ど

う
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だ

ろ

う

と

い

う

ふ

う

に

思

わ

れ

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が

、

こ

う

い

う

ご

時

世

で

ご

ざ

い

ま

す

の

で

、

で

き

る

だ

け

対

応

で

き

る

の

で

あ

れ

ば

町

と

し

て

も

や

る

と

、

し

か

し

、

や

は

り

先

々

は

、

ど

う

し

て

も

、

今

ご

質

問

が

あ

る

よ

う

に

、

限

度

枠

も

、

我

々

、

今

あ

る

状

況

に

お

い

て

、

高

い

位

置

、

枠

組

み

の

中

に

あ

り

ま

す

の

で

、

そ

こ

ま

で

上

げ

て

い

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

の

が

、

今

の

現

状

で

ご

ざ

い

ま

す

。

今

回

も

、

今

年

度

も

こ

ち

ら

か

ら

持

ち

出

し

ま

す

よ

と

い

う

ふ

う

に

や

り

ま

し

た

が

、

実

際

の

と

こ

ろ

は

ご

質

問

に

あ

り

ま

す

と

お

り

、

こ

れ

は

単

に

補

て

ん

を

し

て

い

け

ば

い

い

と

い

う

こ

と

で

は

な

く

、

義

務

と

し

て

の

負

担

と

い

う

要

素

を

考

え

ま

す

と

、

国

民

健

康

保

険

税

と

い

う

も

の

は

上

げ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

方

向

に

あ

る

こ

と

は

事

実

で

ご

ざ

い

ま

す

。

方

向

と

し

て

は

そ

う

い

う

状

況

に

あ

る

と

い

う

こ

と

で

ご

ざ

い

ま

す

。

も

ち

ろ

ん

、

そ

れ

に

関

し

て

は

、

そ

の

考

え

は

、

も

う

先

ほ

ど

言

い

ま

し

た

よ

う

に

三

年

前

か

ら

お

話

を

し

て

い

ま

す

の

で

、

ま

た

、

関

係

団

体

に

、

組

織

に

諮

問

い

た

し

ま

し

て

、

ご

検

討

い

た

だ

い

て

、

そ

の

方

向

性

を

定

め

て

ま

い

り

た

い

と

い

う

ふ

う

に

思

っ

て

お

り

ま

す

。

お

っ

し

ゃ

る

と

お

り

の

厳

し

い

現

状

で

あ

る

と

い

う

こ

と

だ

け

、

お

答

え

と

し

て

さ

せ

て

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

よ

ろ

し

い

で

す

か

。

 

 
 

 
 

 

ほ

か

に

質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

質

疑

は

な

い

よ

う

で

す

か

ら

、

質

疑

を

終

結

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

討

論

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。
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（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

、

討

論

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

議

案

第

五

十

八

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

議

案

第

五

十

八

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

国

民

健

康

保

険

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

十

 

議

案

第

五

十

九

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

国

民

健

康

保

険

病

院

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

担

当

課

長

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

病

院

事

務

長

。

 

 

病

院

事

務

長

（

田

中

茂

樹

君

）

 

 
 

 
 

 

そ

れ

で

は

、

議

案

書

の

二

十

六

ペ

ー

ジ

を

お

開

き

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

九

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

国

民

健

康

保

険

病

院

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

に

つ

い

て

、

事

項

別

明
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細

書

に

基

づ

き

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

補

正

予

算

の

内

容

は

、

給

与

費

と

経

費

の

不

足

額

を

消

費

税

の

支

出

残

で

調

整

す

る

も

の

で

す

。

 

 
 

 
 

 

そ

れ

で

は

、

事

項

別

明

細

書

、

二

ペ

ー

ジ

を

お

開

き

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

支

出

の

第

一

款

病

院

事

業

費

用

、

第

一

項

医

業

費

用

、

第

一

目

給

与

費

に

二

万

六

千

円

を

増

額

計

上

し

、

第

三

目

経

費

に

十

万

円

を

増

額

計

上

し

、

第

二

項

第

二

目

消

費

税

の

実

績

に

よ

り

十

二

万

六

千

円

を

減

額

計

上

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

議

案

第

五

十

九

号

の

説

明

を

終

わ

り

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

の

で

、

質

疑

を

受

け

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

質

疑

は

な

い

よ

う

で

す

か

ら

、

質

疑

を

終

結

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

討

論

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

、

討

論

省

略

い

た

し

ま

す

。
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こ

れ

よ

り

議

案

第

五

十

九

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）
 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

議

案

第

五

十

九

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

国

民

健

康

保

険

病

院

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

十

一

 

議

案

第

六

十

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

下

水

道

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

担

当

課

長

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

建

設

下

水

道

課

長

。

 

 

建

設

下

水

道

課

長

（

下

田

正

幸

君

）

 

 
 

 
 

 

そ

れ

で

は

、

議

案

第

六

十

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

下

水

道

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

に

つ

い

て

ご

説

明

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

事

項

別

明

細

書

の

三

ペ

ー

ジ

を

お

開

き

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

最

初

に

，

歳

入

の

主

な

内

容

に

つ

い

て

ご

説

明

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

四

款

繰

入

金

、

一

項

他

会

計

繰

入

金

で

は

一

般

会

計

繰

入

金

一

千

三

百

七

十

一

万

円

を

減

額

し

、

六

款

諸

収

入

、

二

項

雑

入

で

は

平

成

二

十

三

年

度

分

の

馬

淵

川

流

域

下

水

道

事

業

連

絡

協

議

会

負

担

金

確

定

に

よ

る

精

算

金

等

、

項

の

計

で

一

千

二

百

三

十

六

万

円

を

増
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額

計

上

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

歳

出

の

主

な

も

の

に

つ

い

て

ご

説

明

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

五

ペ

ー

ジ

を

お

開

き

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

一

款

事

業

費

、

一

項

総

務

管

理

費

に

つ

い

て

は

、

馬

淵

川

流

域

下

水

道

追

加

負

担

金

ほ

か

で

二

十

七

万

一

千

円

を

増

額

い

た

し

ま

し

た

。

二

項

建

設

事

業

費

で

は

委

託

料

の

下

水

道

法

事

業

認

可

変

更

業

務

委

託

の

入

札

残

に

よ

る

減

額

の

ほ

か

、

項

の

計

で

百

六

十

万

九

千

円

を

減

額

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

議

案

第

六

十

号

の

説

明

と

い

た

し

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

の

で

、

質

疑

を

受

け

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 
（

「

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

質

疑

が

な

い

よ

う

で

す

か

ら

、

質

疑

を

終

結

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

討

論

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）
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ご

異

議

な

し

と

認

め

、

討

論

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

議

案

第

六

十

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

議

案

第

六

十

号

 
平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

下

水

道

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

十

二

 

議

案

第

六

十

一

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

介

護

保

険

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

担

当

課

長

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

町

民

福

祉

課

長

。

 

 

町

民

福

祉

課

長

（

保

土

沢

定

一

君

）

 

 
 

 
 

 

そ

れ

で

は

、

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

介

護

保

険

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

に

つ

い

て

、

事

項

別

明

細

書

に

基

づ

き

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

事

項

別

明

細

書

の

三

ペ

ー

ジ

を

お

開

き

き

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

最

初

に

、

歳

入

の

主

な

も

の

に

つ

い

て

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。
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九

款

繰

入

金

、

一

項

一

般

会

計

繰

入

金

に

職

員

給

料

等

の

精

算

の

上

、

百

六

十

七

万

円

を

増

額

計

上

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

歳

出

の

主

な

も

の

に

つ

い

て

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

五

ペ

ー

ジ

を

お

開

き

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

一

款

総

務

費

、

一

項

総

務

管

理

費

に

人

件

費

等

精

査

及

び

介

護

保

険

認

定

用

シ

ス

テ

ム

回

収

費

用

費

等

を

あ

わ

せ

ま

し

て

二

百

三

十

一

万

九

千

円

を

増

額

計

上

、

五

款

地

域

支

援

事

業

、

一

項

介

護

予

防

事

業

費

に

予

防

事

業

対

象

者

把

握

事

業

が

完

了

い

た

し

ま

し

た

の

で

、

委

託

料

を

精

査

の

上

、

七

十

二

万

三

千

円

を

減

額

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

議

案

第

六

十

一

号

の

説

明

と

い

た

し

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

の

で

、

質

疑

を

受

け

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 
（

「

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

質

疑

が

な

い

よ

う

で

す

か

ら

、

質

疑

を

終

結

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

討

論

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）
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ご

異

議

な

し

と

認

め

、

討

論

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

議

案

第

六

十

一

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

議

案

第

六

十

一

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

介

護

保

険

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

十

三

 

議

案

第

六

十

二

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

後

期

高

齢

者

医

療

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

三

号

）

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

担

当

課

長

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

町

民

福

祉

課

長

。

 

 

町

民

福

祉

課

長

（

保

土

沢

定

一

君

）

 

 
 

 
 

 

そ

れ

で

は

、

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

後

期

高

齢

者

医

療

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

三

号

）

に

つ

い

て

、

事

項

別

明

細

書

に

基

づ

き

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

今

回

の

補

正

内

容

に

つ

き

ま

し

て

は

、

人

件

費

等

の

精

査

に

よ

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

最

初

に

、

歳

入

の

ほ

う

に

つ

い

て

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。
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三

款

繰

入

金

、

一

項

繰

入

金

に

一

般

会

計

繰

入

金

と

し

て

十

二

万

円

を

増

額

計

上

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

歳

出

に

つ

い

て

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

五

ペ

ー

ジ

に

な

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

一

款

総

務

費

、

一

項

総

務

管

理

費

に

共

済

費

等

と

し

て

十

二

万

円

を

増

額

計

上

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

議

案

第

六

十

二

号

の

説

明

を

終

わ

り

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）
 

 
 

 
 

 

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

の

で

、

質

疑

を

受

け

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

質

疑

が

な

い

よ

う

で

す

か

ら

、

質

疑

を

終

結

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

討

論

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

、

討

論

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

議

案

第

六

十

二

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 



－135－ 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

議

案

第

六

十

二

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

後

期

高

齢

者

医

療

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

三

号

）

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

十

四

 

議

案

第

六

十

三

号

 

六

戸

町

教

育

委

員

会

委

員

の

任

命

に

つ

い

て

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

こ

で

、

長

根

教

育

委

員

会

委

員

長

よ

り

退

席

の

申

し

出

が

あ

り

ま

し

た

の

で

、

退

席

を

許

し

ま

す

。

 

 
（

長

根

教

育

委

員

長

退

席

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

提

案

者

の

説

明

が

終

わ

っ

て

お

り

ま

す

の

で

、

直

ち

に

質

疑

を

受

け

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

質

疑

が

な

い

よ

う

で

す

か

ら

、

質

疑

を

終

結

い

た

し

ま

す

。
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お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

討

論

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

、

討

論

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

議

案

第

六

十

三

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

同

意

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

議

案

第

六

十

三

号

 

六

戸

町

教

育

委

員

会

委

員

の

任

命

に

つ

い

て

は

、

原

案

の

と

お

り

同

意

す

る

こ

と

に

決

定

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

長

根

教

育

委

員

会

委

員

長

の

入

場

を

許

し

ま

す

。

 

 

（

長

根

教

育

委

員

長

入

場

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）
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次

に

、

日

程

第

十

五

 

議

案

第

六

十

四

号

 

人

権

擁

護

委

員

の

候

補

者

の

推

薦

に

つ

い

て

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

提

案

者

の

説

明

が

終

わ

っ

て

お

り

ま

す

の

で

、

直

ち

に

質

疑

を

受

け

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）
 

 
 

 
 

 

質

疑

が

な

い

よ

う

で

す

か

ら

、

質

疑

を

終

結

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

討

論

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

、

討

論

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

議

案

第

六

十

四

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

同

意

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 



－138－ 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

議

案

第

六

十

四

号

 

人

権

擁

護

委

員

の

候

補

者

の

推

薦

に

つ

い

て

は

、

原

案

の

と

お

り

同

意

す

る

こ

と

に

決

定

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

十

六

 

議

員

提

出

議

案

第

三

号

 

六

戸

町

議

会

委

員

会

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

に

つ

い

て

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

十

一

番

、

金

崎

盛

三

君

外

五

名

か

ら

議

員

提

案

と

し

て

提

出

さ

れ

て

お

り

ま

す

が

、

提

出

者

の

提

案

理

由

の

説

明

及

び

質

疑

並

び

に

討

論

を

省

略

し

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

提

出

者

の

提

案

理

由

の

説

明

及

び

質

疑

並

び

に

討

論

を

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

議

員

提

出

議

案

第

三

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。
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よ

っ

て

、

議

員

提

出

議

案

第

三

号

 

六

戸

町

議

会

委

員

会

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

に

つ

い

て

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

十

七

 

議

員

提

出

議

案

第

四

号

 

地

球

温

暖

化

対

策

に

関

す

る

「

地

方

財

源

を

確

保

・

充

実

す

る

仕

組

み

」

の

構

築

を

求

め

る

意

見

書

の

提

出

に

つ

い

て

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

八

番

、

円

子

徳

通

君

外

五

名

か

ら

議

員

提

案

と

し

て

提

出

さ

れ

て

お

り

ま

す

が

、

提

出

者

の

提

案

理

由

の

説

明

及

び

質

疑

並

び

に

討

論

を

省

略

し

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

提

出

者

の

提

案

理

由

の

説

明

及

び

質

疑

並

び

に

討

論

を

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

、

議

員

提

出

議

案

第

四

号

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

し

、

内

閣

総

理

大

臣

、

財

務

大

臣

、

総

務

大

臣

、

国

家

戦

略

担

当

大

臣

、

農

林

水

産

大

臣

、

環

境

大

臣

、

経

済

産

業

大

臣

、

衆

議

院

議

長

、

参

議

院

議

長

に

提

出

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。
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よ

っ

て

、

議

員

提

出

議

案

第

四

号

 

地

球

温

暖

化

対

策

に

関

す

る

「

地

方

財

源

を

確

保

・

充

実

す

る

仕

組

み

」

の

構

築

を

求

め

る

意

見

書

を

別

紙

の

と

お

り

提

出

す

る

こ

と

に

決

定

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

本

定

例

会

に

付

議

さ

れ

ま

し

た

事

件

は

、

す

べ

て

議

了

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

を

も

ち

ま

し

て

、

平

成

二

十

四

年

第

六

回

六

戸

町

議

会

定

例

会

を

閉

会

い

た

し

ま

す
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前
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五
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り
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に

署

名

す

る
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